
株式会社
harmonious family

〒661-0014
兵庫県尼崎市上ノ島町
2丁目14-1

TEL: 06-6428-7075
FAX:06-６428-7076

HP : http//www.
shiennomadoguchi.com

電車
阪急 武庫之荘駅 下車 徒10分
JR 立花駅 下車 徒歩15分

バス
阪神バス 北雁替バス停下車

徒歩3分

駐車スペースがありませんの
で、お車でお越しの方は、
近くのコインパーキングを
ご利用ください。

相談支援事業所
障がいをお持ちのお子さま成
人の方、そのご家族が
住み慣れた地域で、自分らし
く安心した生活が送れるよう、
お手伝いさせていただきます。

利用される方の意向を尊重し、
多様なサービスを提供いたし
ます。

自立した生活の実現を目指す
とともに、地域社会に
貢献していきます。

日々新たな気持ちでかかわり
たい、という思いから
事業所「わかば」、と名付け
ました。
皆様に寄り添った支援を行っ
ていきたいと思って おりま
す。

開 所
月～金曜日
９：３０～１７：３０

（土・日祝日 年末年始休み）

わかばでは



〇必要な情報提供やアドバイス
などを行っています。
※費用は（原則）かかりませ
んので気軽にご相談ください。

・困ったことや気がかりなこと
を、どこに相談したらいいか
分からない。

・障害福祉サービスを利用して
みたいけれど、どのような
サービスがあるのか知りたい
などの相談ができます。

〇サービス利用計画書の作成、
関係機関との連絡・調整を
行います。

市町村へ申請します。（ご本人・ご家族）

相談員が面談を行い、生活に関する困り
ごとや悩みごとをお尋ねします。

相談員がサービス利用計画案を作成します。

市町村がサービス内容と支給期間を決定し
受給者証が交付されます。

ご本人・ご家族・サービス管理責任者が集ま
り、サービス等利用計画（案）の説明を行い
ます。
その際に、ご意見やご要望等をお受けします。
その内容を反映し、サービス等利用計画書を
作成します。

事業所と契約を結び、サービスを開始します。

一定期間ごとにサービスの利用経過をお聞き
し、必要に応じて計画の見直しを行います。

障がい福祉サービスまでの流れ
申請

契約と聞き取り

計画案の作成

受給者証の交付

担当者会議

サービス開始

モニタリング

相談支援では

障害児相談支援事業認可番号
（２８７３０００５９６）

特定相談支援事業認可番号
（２８３３０００５９５）


